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このたび東大和障害福祉ネットワークでは、平成24年2月にも国会に法案提出がされると言われる障害者総合福祉法を学習するための講演会を開催します。

日本が障害者権利条約を批准するために、この障害者総合福祉法をはじめ、今後の障害者施策の検討が平成22年1月12日より内閣府障がい者制度改革推進会議にて行われています。

障害者総合福祉法は、障害者を権利の主体と捉えていること、障害者のニーズ中心でのサービス支給決定プロセスであるといった点で、今までの制度よりも発展的です。また、地方自治体の財政負担の軽減策もあります。この法律が出来れば、障害者の地域生活、地域移行をより推進することが出来るでしょう。

今回は、まさにこの推進会議を牽引している担当室室長の東俊裕氏ご本人をお招きし、東大和市、及び障害福祉団体、そして広く市民の方と共に、この総合福祉法を学びたいと思います。障害福祉に対する関心、問題意識を共有できれば幸いです。

主催：東大和障害福祉ネットワーク
後援：東大和市（依頼中）、東大和市教育委員会（依頼中）、東大和市社会福祉協議会（依頼中）、全国自立生活センター協議会（依頼中）、東京都自立生活センター協議会、他依頼中


お問い合わせ


東大和障害福祉ネットワーク（NPO法人　自立生活センター・東大和内）


東大和市南街1-22-6 シティコート南街1Ｆ


TEL：042-567-2622　FAX：042-567-2912


Email：cil-ymt@violin.ocn.ne.jp


担当：海老原　小日向





日時；平成２４年１月２６日（木）


１０時００分～１１時５０分


会場；東大和市民会館ハミングホール


小ホール (東京都東大和市向原６－１）


参加費；無料


講師；内閣府障がい者制度改革推進会議


担当室室長　東　俊裕　氏


※手話通訳つきます。








